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質
問
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弁
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衆
議
院
議
員
四
ッ
谷
光
子
君
外
一
名
提
出
私
鉄
運
賃
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 
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第
四
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昭
和
五
十
八
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月
十
五
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殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
四
ッ
谷
光
子
君
外
一
名
提
出
私
鉄
運
賃
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

民
営
鉄
道
（
以
下
「
民
鉄
」
と
い
う
。
）
の
運
賃
は
、
能
率
的
な
経
営
の
下
で
、
民
鉄
各
社
が
公
共
交
通
機
関
と

し
て
の
役
割
を
適
切
に
果
た
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
運
賃
原
価
に
見
合
つ
た
水
準
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
運
賃
原
価
に
は
適
正
な
配
当
金
、
法
人
税
等
が
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
る
。 

二
及
び
五
に
つ
い
て 

運
賃
改
定
申
請
を
行
つ
た
大
手
民
鉄
各
社
の
経
営
状
況
を
見
る
と
、
収
入
面
で
は
輸
送
需
要
が
伸
び
悩
ん
で

い
る
の
に
対
し
、
支
出
面
で
は
人
件
費
そ
の
他
の
諸
経
費
及
び
輸
送
力
増
強
等
の
設
備
投
資
に
伴
う
資
本
費
が

増
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。 

大
手
民
鉄
各
社
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
昭
和
五
十
八
年
度
以
降
は
大
幅
な
赤
字
と
な
り
現
行
運 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

ま
た
、
車
両
の
減
価
償
却
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
大
手
民
鉄
各
社
が
現
に
定
率
法
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
並

び
に
車
両
の
更
新
・
増
備
に
よ
る
輸
送
力
増
強
及
び
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
向
上
が
急
務
で
あ
り
、
大
手
民
鉄
各
社

の
投
資
意
欲
に
対
す
る
影
響
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
手
民
鉄
各
社
の
運
賃
原
価
の
算
定
に
当

た
つ
て
は
、
従
来
か
ら
法
人
税
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
八
号
）
に
基
づ
く
耐
用
年
数
に
よ
る
定
率
法
を

採
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

賃
水
準
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
運
賃
改
定
申
請
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

修
繕
費
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
大
手
民
鉄
各
社
が
、
ダ
イ
ヤ
改
正
に
よ
る
車
両
走
行
キ
ロ
の
増
加
、
運
行
の

安
全
性
向
上
の
要
請
等
の
要
因
を
勘
案
し
、
適
正
と
考
え
る
金
額
を
申
請
に
盛
り
込
ん
だ
た
め
で
あ
る
。 

今
回
の
運
賃
改
定
申
請
に
お
い
て
は
、
京
阪
電
気
鉄
道
株
式
会
社
、
東
京
急
行
電
鉄
株
式
会
社
等
の
雑
収
入 

四 

 



六
に
つ
い
て 

2 

事
業
報
酬
対
象
資
産
の
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
内
部
留
保
金
で
構
成
さ
れ
た
資
産
も
算
入
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
鉄
道
事
業
に
投
下
さ
れ
た
資
金
に
対
し
て
は
適
正
な
水
準
の
報
酬
を
認
め
よ
う
と
す
る
事
業
報
酬

制
度
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

1 

大
手
民
鉄
各
社
の
運
賃
原
価
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
従
来
か
ら
建
設
仮
勘
定
に
整
理
さ
れ
て
い
る
資
産

の
す
べ
て
を
事
業
報
酬
対
象
資
産
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
大
規
模
な
鉄
道
施
設
の
建
設
に
係
る
支
払
利

息
を
早
期
に
回
収
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
の
健
全
性
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
当
該
支
払
利
息
を

建
設
期
間
中
に
回
収
せ
ず
施
設
の
稼
働
を
待
つ
て
回
収
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
、
運
賃
原
価
が
大
幅
に
上

昇
し
、
運
賃
水
準
の
安
定
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

見
込
み
が
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
主
と
し
て
雑
収
入
の
う
ち
の
受
取
利
息
の
取
扱
い
に
つ
い
て
大
手
民

鉄
各
社
が
適
当
と
考
え
る
方
式
を
採
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
金
額
を
申
請
に
盛
り
込
ん
だ
た
め
で
あ
る
。 

五 

 



八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

1 

大
手
民
鉄
各
社
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
は
、
数
次
に
わ
た
る
輸
送
力
増
強
等
投
資
計
画
の
実
施
に
よ
り
各
分
野

に
わ
た
つ
て
着
実
に
向
上
し
て
い
る
が
、
今
後
と
も
、
一
層
の
サ
ー
ビ
ス
改
善
に
努
め
る
よ
う
適
切
に
指
導

し
て
ま
い
り
た
い
。 

2 

運
賃
原
価
の
計
算
上
、
従
来
か
ら
投
融
資
部
門
を
独
立
の
事
業
部
門
と
み
な
し
て
、
同
部
門
に
投
融
資
に

係
る
受
取
配
当
金
、
受
取
利
息
等
の
収
入
及
び
支
払
利
息
、
諸
税
等
の
費
用
を
計
上
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

鉄
道
部
門
の
独
立
採
算
性
を
維
持
し
、
経
営
の
健
全
性
を
確
保
す
る
上
で
適
当
な
方
式
で
あ
る
と
考
え
る
。 

1 
大
手
民
鉄
各
社
が
、
鉄
道
事
業
を
円
滑
に
運
営
し
て
い
く
た
め
に
は
、
鉄
道
部
門
の
独
立
採
算
性
を
維
持

し
経
営
の
健
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
兼
業
部
門
と
の
間
の
内
部
補
助
関
係
を
前
提
と
し
て

運
賃
の
決
定
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。 

六 

 



九
に
つ
い
て 

2 
連
続
立
体
交
差
化
事
業
に
つ
い
て
、
鉄
道
事
業
者
が
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
て
公
租
公
課
相
当
額
で
貸

し
付
け
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
高
架
下
面
積
の
比
率
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
、
連
続
立
体
交
差
化
事
業
に
対

す
る
鉄
道
事
業
者
の
負
担
割
合
が
こ
の
よ
う
な
高
架
下
面
積
の
比
率
を
前
提
と
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
、

適
当
で
な
い
と
考
え
る
。 

ま
た
、
運
輸
審
議
会
に
お
い
て
は
、
審
議
事
案
の
内
容
に
応
じ
て
公
聴
会
等
を
開
催
し
、
利
用
者
等
の
意
見

を
聴
取
し
、
こ
れ
を
審
議
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。 

運
輸
審
議
会
は
、
運
輸
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
広
い
経
験
と
高

い
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
が
両
議
院
の
同
意
を
得
て
任
命
す
る
者
及
び
運
輸
事
務
次
官

に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
構
成
は
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。 

運
輸
審
議
会
の
答
申
は
公
表
さ
れ
、
そ
の
際
、
主
要
な
論
点
に
つ
い
て
は
会
長
談
話
に
よ
り
審
議
会
の
見
解 

七 

 



 

八 

を
公
表
し
て
い
る
。
な
お
、
運
輸
審
議
会
に
お
い
て
は
、
半
年
ご
と
に
業
務
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表

し
て
い
る
。 

十
に
つ
い
て 

大
手
民
鉄
各
社
の
政
治
献
金
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
の
定
め
る
規
制

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
経
営
者
が
、
そ
の
自
主
的
な
判
断
に
よ
り
取
り
扱
う
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
る
。 

な
お
、
政
治
献
金
の
額
は
、
原
価
に
は
算
入
さ
れ
て
い
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




